
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

土

地

改

良

事

業

の

施

行

認

可

の

正

誤

〃

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

土

地

改

良

事

業

の

施

行

認

可

耕

地

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

○

指

定

構

造

計

算

適

合

性

判

定

機

関

の

構

造

計

算

建

築

指

導

課

適

合

性

判

定

の

業

務

の

一

部

休

止

の

許

可

【

公

告

】

○

道

路

の

位

置

の

指

定

〃

○

〃

〃

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

○

資

金

管

理

団

体

の

名

称

等

の

公

表

〃

○

資

金

管

理

団

体

の

届

出

事

項

の

異

動

〃

○

資

金

管

理

団

体

の

指

定

取

消

し

〃

【

正

誤

】

○

岡

山

県

行

政

組

織

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

行

政

改

革

推

進

室

則

の

正

誤

（

県

例

規

集

登

載

）

○

土

地

改

良

事

業

施

行

認

可

申

請

の

縦

覧

の

正

誤

耕

地

課

岡

山

県

公

報

令和６年２月２２日 第１２５７６号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
十
五
号 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
規

土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
の
名
称 

 
 

高
崎
土
地
改
良
区 

二 

地
区
名
及
び
工
種 

 
 

 

地
区
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

工 
 

種 

 
 

  

流
幹
川
上
２ 

 
 

 
 

 
 

 
 

水
利
施
設
等
保
全
高
度
化
（
用
排
水
施
設
整
備
）
事
業 

三 

認
可
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
四
日 

令和６年２月２２日　岡山県公報　第１２５７６号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
十
六
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 
一
般
国
道 

 

二 

路 

線 

名 

三
一
三
号 

三 

道
路
の
区
域 

 
 

 

 

真
庭
市
蒜
山
下
長
田
字
野
田
二
五
三
番
一
地
内 

真
庭
市
蒜
山
下
長
田
字
野
田
二
五
三
番
一
地
内 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

一
五
・
八
～ 

一
六
・
七 

一
七
・
四
～ 

二
二
・
五 

幅 
 

 

員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

五
一
・
五 

五
一
・
五 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

令和６年２月２２日　岡山県公報　第１２５７６号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
十
七
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 

 
 

 

  

一

般

国

道 道

路

の

種

類 

三
一
三
号 

路

線

名 

真
庭
市
蒜
山
下
長
田
字
野
田
二
五
三
番
一
地
内 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

間 

令
和
六
年
二

月
二
十
二
日 

供
用
開
始

年

月

日 

令和６年２月２２日　岡山県公報　第１２５７６号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
十
八
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
八
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
一
部
の
休
止
（
以
下
「
一
部
休
止
」
と
い
う
。
）

を
許
可
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

一
部
休
止
す
る
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
名
称
及
び
住
所 

１ 

岡
山
県
建
築
住
宅
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社 

２ 

岡
山
市
北
区
北
長
瀬
表
町
三
丁
目
一
七
番
二
四
号 

二 

一
部
休
止
の
期
間 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
六
月
一
日
ま
で 

三 

一
部
休
止
の
内
容 

 

１ 

新
た
に
契
約
を
締
結
す
る
行
為 

 

２ 

既
に
締
結
し
た
契
約
の
変
更
に
よ
り
業
務
を
追
加
す
る
行
為 

 

３ 

１
及
び
２
の
行
為
を
実
施
す
る
た
め
の
見
積
り
、
交
渉
等
の
行
為
（
事
前
相
談
を
含
む
。
） 

令和６年２月２２日　岡山県公報　第１２５７６号



〔
九
一
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。 

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

岡
山
県
指
令
備
中
局

建
第
四
一
一
四
号 

令
和
六
年
二
月
十
三

日 番

号 

指

定

年

月

日 

浅
口
市
鴨
方
町
益
坂
字
山
下
一
三
一
〇

番
四
、
一
三
一
三
番
九 

道

路

の

位

置 

六
・
〇
〇 

 

道
路
の
幅
員 

(

メ
ー
ト
ル) 

七
二
・
二
八  

 
 

 
 

  

道
路
の
延
長 

(

メ
ー
ト
ル) 

令和６年２月２２日　岡山県公報　第１２５７６号



〔
九
二
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。 

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

岡
山
県
指
令
備
中
局

建
第
四
一
一
五
号 

令
和
六
年
二
月
十
五

日 番

号 

指

定

年

月

日 

浅
口
市
金
光
町
占
見
新
田
六
二
四
番
九 

道

路

の

位

置 

六
・
〇
〇 

 

道
路
の
幅
員 

(

メ
ー
ト
ル) 

七
四
・
四
〇  

 
 

 
 

  

道
路
の
延
長 

(

メ
ー
ト
ル) 

令和６年２月２２日　岡山県公報　第１２５７６号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

笠

岡

共

創

会

守

屋

基

範

今

城

啓

文

笠
岡
市
東
大
戸
二
四
五
一
―
三

令
和
六

・

一
・

四

キ
ム
ジ
ン
ホ
後
援
会

和

田

典

子

和

田

敏

男

〃

中
央
町
二
一
―
二

〃

一
・

五

せ

い

後

援

会

薮

田

誠
二
郎

薮

田

智

範

〃

神
島
外
浦
一
二
五
七

〃

一
・
一
六

守
屋
も
と
の
り
後
援
会

守

屋

博

行

今

城

啓

文

〃

東
大
戸
二
四
五
一
―
一

〃

一
・

四

山
下
き
ょ
う
じ
後
援
会

山

下

恭

司

山

下

恭

司

〃

有
田
一
九
七
五

〃

一
・
二
六

令和６年２月２２日　岡山県公報　第１２５７６号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

参
政
党
岡
山
第
２
支
部

薬
師
寺

美

和

代
表
者
の
氏
名

薬
師
寺

美

和

川

上

昌

裕

令
和
五

・
一
二
・
一
八

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

小
原
な
お
み
後
援
会

森

一

馬

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
金
井
二
八
一
―
一

津
山
市
西
吉
田
六
三
―
一

令
和
五

・

五
・

一

後
楽
会
政
治
連
盟

久

保

弘

代
表
者
の
氏
名

久

保

弘

宗

岡

一

正

〃

五
・
一
八

鈴
木
か
ず
ふ
み
後
援
会

鈴

木

一

史

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
南
区
泉
田
四
一
七
―
一

岡
山
市
南
区
新
保
四
七
八
―
一
―
一
〇
二

令
和
六

・

一
・

一

水
嶋
じ
ゅ
ん
じ
後
援
会

和

田

實

会
計
責
任
者
の
氏
名

水

嶋

美
知
江

水

嶋

栄

〃

〃

森
岡
さ
と
子
後
援
会

黒

田

正

治

代
表
者
の
氏
名

黒

田

正

治

森

岡

巧

令
和
五

・

九
・
二
二

吉
本
け
ん
じ
後
援
会

吉

田

卓

史

〃

吉

田

卓

史

上

林

道

典

令
和
六

・

一
・
一
五

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

吉

本

知

美

吉

本

喜

一

〃

〃

令和６年２月２２日　岡山県公報　第１２５７６号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

自
由
民
主
党
岡
山
県
塩
政
支
部

小

山

則

之

令
和
五

・
一
二
・
三
一

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

石
田
よ
し
お
後
援
会

中

村

峻

則

令
和
三

・
一
二
・
三
一

里
庄
の
あ
す
を
考
え
る
会

岡

和

徳

令
和
五

・
一
二
・
二
五

髙
田
卓
司
後
援
会

髙

田

卓

司

〃

〃

１
０
０
人
委
員
会

井

上

英

男

〃

一
二
・
三
一

明

友

会

佐
々
木

清

巳

〃

〃

令和６年２月２２日　岡山県公報　第１２５７６号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た

者
（
代
表
者
）
の
氏
名

守

屋

基

範

笠
岡
市
議
会
議
員

笠

岡

共

創

会

笠
岡
市
東
大
戸
二
四
五
一
―
三

令
和
六

・

一
・

一

山

下

恭

司

〃

山
下
き
ょ
う
じ
後
援
会

〃

有
田
一
九
七
五

〃

一
・
二
二
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

資
金
管
理
団
体
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

鈴

木

一

史

鈴
木
か
ず
ふ
み
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
南
区
泉
田
四
一
七
―
一

岡
山
市
南
区
新
保
四
七
八
―
一
―
一
〇
二

令
和
六

・

一
・

一
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

。

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届

資
金
管
理
団
体
で

資
金
管
理
団
体
の
名
称

出
を
し
た
者
の
氏
名

な
く
な
っ
た
年
月
日

佐
々
木

清

巳

明

友

会

令
和
五

・
一
二
・
三
一

羽

場

頼
三
郎

岡
山
市
民
連
合

令
和
六

・

一
・

四
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〔
一
〕
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
付
け
（
号
外
）
公
布
岡
山
県
規
則
第
四
十
八
号
（
岡
山
県
行
政
組
織

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

二
〇
・
一
五

誤

４

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
県
民
生
活
部
男
女
共
同
参
画
青
少
年
課
」
を
「
子
ど
も

・
福
祉
部
子
ど
も
家
庭
課
」
に
改
め
る
。

一

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
三

号
）
第
九
条

二

岡
山
県
男
女
共
同
参
画
審
議
会
規
則
（
平
成
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
十
一
号
）
第
六

条

５

岡
山
県
人
権
政
策
審
議
会
規
則
（
平
成
九
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
「
人
権
施
策
推
進
課
」
を
「
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
」
に
改
め
る
。

６

岡
山
県
感
染
症
対
策
委
員
会
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
岡
山
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
保
健
福
祉
部
」
を
「
保
健
医
療
部
」
に
改
め
る
。

７

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
保
健
福
祉
部
」
を
「
子
ど
も
・
福
祉
部
」
に
改
め
る
。

一

岡
山
県
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
規
則
（
平
成
十
八
年
岡
山
県
規
則
第
三

十
五
号
）
第
六
条

二

岡
山
県
介
護
保
険
審
査
会
規
則
（
平
成
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
四
号
）
第
七
条

８

岡
山
県
財
務
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
保
健
福
祉
部
関
係
の
項
中
「
保
健
福
祉
部
」
を
「
子
ど
も
・
福
祉
部
」
に
改

め
る
。

様
式
第
百
五
十
七
号
中

「

保
健
福
祉
部

を
」

「

に

保
健
医
療
部

」

改
め
る
。

正

４

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
県
民
生
活
部
男
女
共
同
参
画
青
少
年
課
」
を
「
子
ど
も
・
福
祉
部
子
ど
も

家
庭
課
」
に
改
め
る
。

５

岡
山
県
男
女
共
同
参
画
審
議
会
規
則
（
平
成
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部

福

祉

部

子

ど

も

・
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を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
男
女
共
同
参
画
青
少
年
課
」
を
「
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
」
に
改
め

る
。

６

岡
山
県
人
権
政
策
審
議
会
規
則
（
平
成
九
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
「
人
権
施
策
推
進
課
」
を
「
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
」
に
改
め
る
。

７

岡
山
県
感
染
症
対
策
委
員
会
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
岡
山
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
保
健
福
祉
部
」
を
「
保
健
医
療
部
」
に
改
め
る
。

８

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
保
健
福
祉
部
」
を
「
子
ど
も
・
福
祉
部
」
に
改
め
る
。

一

岡
山
県
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
規
則
（
平
成
十
八
年
岡
山
県
規
則
第
三

十
五
号
）
第
六
条

二

岡
山
県
介
護
保
険
審
査
会
規
則
（
平
成
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
四
号
）
第
七
条

９

岡
山
県
財
務
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
保
健
福
祉
部
関
係
の
項
中
「
保
健
福
祉
部
」
を
「
子
ど
も
・
福
祉
部
」
に
改

め
る
。

様
式
第
百
五
十
七
号
中

「

保
健
福
祉
部

を
」

「

に

保
健
医
療
部

」

改
め
る
。

福

祉

部

子

ど

も

・
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〔
二
〕
令
和
四
年
三
月
二
十
五
日
付
け
公
布
岡
山
県
公
告
（
土
地
改
良
事
業
施
行
認
可
申
請
の
縦
覧
）

に
誤
り
が
あ
っ
た
。 

    
二 一 

行 

同
条
第
九
項 

第
四
十
八
条
第
一
項 

誤 

同
条
第
三
項 

第
九
十
五
条
第
一
項 

正 
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〔
三
〕
令
和
四
年
五
月
二
十
四
日
付
け
公
布
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号
（
土
地
改
良
事
業
の
施
行

認
可
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。 

   
二 

行 

第
四
十
八
条
第
一
項 

誤 

第
九
十
五
条
第
一
項 

正 
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